
 
 

令和５年度第３回さいたま市がん対策推進協議会 
 

日時：令和６年１月 24 日（水）   
午前 10 時から午前 11 時半まで 

場所：さいたま市役所      
議会棟２階 第６委員会室 

 

次  第 
 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

(1) さいたま市がん対策推進計画の進行管理について 

(2) 第２次さいたま市がん対策推進計画の策定について 
 

 ３ 報  告 

   デジタル市民公開講座について 

 

 ４ 挨  拶 

 

５ 閉  会 



 
 

さいたま市がん対策推進協議会委員名簿 
（令和 4 年 10 月 13 日から令和 6 年 10 月 12 日まで） 

 
                              令和 5 年 8 月 15 日現在 

 氏  名 所  属 

1 今村
いまむら

 信
しん

哉
や

 共栄大学 客員教授 

2 遠藤
えんどう

 俊
しゅん

輔
すけ

 
自治医科大学附属さいたま医療センター  

センター長 

3 小川
お が わ

 智一
ともかず

 市民公募委員 

4 小川
お が わ

 知子
と も こ

 さいたま商工会議所女性会 副会長 

5 影山
かげやま

 幸雄
ゆ き お

 埼玉県立がんセンター 病院長 

6 金子
か ね こ

 久
ひさ

章
あき

 さいたま市歯科医師会 副会長 

7 清田
き よ た

 和也
か ず や

 さいたま赤十字病院 院長 

8 窪地
く ぼ ち

 淳
きよし

 
さいたま市立病院 名誉院長 

経営戦略特命参与 

9 小山
こ や ま

 紀
のり

枝
え

 
Çava!（サヴァ）～さいたま BEC～ 

（患者団体） 

10 澤登
さ わ と

 智子
と も こ

 公益社団法人 埼玉県看護協会 会長 

11 田中
た な か

 洋次郎
ようじろう

 
さいたま市４医師会連絡協議会 
一般社団法人 岩槻医師会 会長 

12 新泉
にいずみ

 真
ま

砂子
さ こ

 
公益社団法人 埼玉県看護協会 
与野訪問看護ステーション 

13 野田
の だ

 政
まさ

充
みつ

 一般社団法人 さいたま市薬剤師会 会長 

14 馬場
ば ば

 一明
かずあき

 さいたま労働基準監督署 署長 

15 八鍬
や く わ

 雄
ゆう

太
た

 市民公募委員 
（五十音順、敬称略） 

 



役職 氏名

部長 齋藤　貴弘

副理事 今野　弘美

所長 青木　龍哉

課長補佐兼係長 小島　淳史

副所長 田中　兼一

課長 清水　雅子

課長補佐兼係長 池田　玲子

主査 武田　祐太郎

課長補佐兼係長 高橋　純一郎

係長 榎本　学

課長補佐兼係長 大城　冬樹

係長 井上　由理

主任指導主事 笛田　透

指導主事 鴨志田　祐子

課長 浅野　昌則

主幹 永井　敏子

係長 谷島　由香

主査 松本　久美子

主事 山口　菜奈

主事 渡邊　理那

令和５年度第３回さいたま市がん対策推進協議会
関係課職員名簿

所属

介護保険課

保健部

地域医療課

保健所長

疾病対策課

保健衛生総務課

いきいき長寿推進課

労働政策課

教育委員会　健康教育課

市立病院　患者支援センター

岩槻区役所保健センター

地域保健支援課

教育委員会　指導１課



 

 

 

 

さいたま市がん対策推進協議会規則 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する条例（ 

平成２６年さいたま市条例第４４号）第１５条第７項の規定に基づき、さいたま市

がん対策推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（会長） 

第２条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委

員がその職務を代理する。 

（会議） 

第３条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明若しくは意

見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （会議の公開） 

第４条 協議会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得た

ときは、公開しないことができる。 

（守秘義務） 

第５条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い 

 た後も、同様とする。 

 （庶務） 

平成２６年６月２０日 さいたま市規則第１１５号 

改正   令和 ５年３月２２日 さいたま市規則第 ２１号 



 

 

 

第６条 協議会の庶務は、保健衛生局において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 



がん対策推進計画の進行管理スケジュール 

（PDCA サイクルイメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 各団体・各課 

取組を実施 

2～3 月 各団体・各課 

現年度の実績を元に 

来年度の予定を立案 

●取組事例シートを記入する 

 

5 月  がん対策推進協議会 

各団体・各課の過年度実績の確認 

現年度の取組予定について確認・検討 

A 各団体・各課 

次年度取組を改善 

C 

５
月 

C 

１
月 1 月  がん対策推進協議会 

事務局の現年度実績について確認・検討 

＝次年度より効果的に実施するための 

情報交換 

A 各団体・各課 

取組を改善 

C 

２
月 

P 

資料１－１



各団体取組シート

                    年度分令和　５　年度分

１　がんに関する正しい知識の普及

２　受動喫煙の防止と禁煙

３　がん検診の受診率の向上

４　がん検診の質の向上

５　在宅医療の推進

６　緩和ケアの充実

７　相談支援体制の活用

８　情報提供の充実

９　市内事業所等との連携によるがん対策の充実

新規

継続

若年がん患者ターミナルケア在宅療
養生活支援補助金の交付

継続 なし 1 2 3 4 ⑤ 6 7 8 9
対象者：20～39歳の市在住末期がん患者
（18歳以上の小児慢性対象外を含む。）
利用人数：5名（12月末時点）

がん教育出前講座 継続 なし ① ② ③ 4 5 6 7 8 9
対象者：市立小中学校の生徒、教員、保護者
時期／回数：１月から３月までに計３校で実
施。

がん対策推進講演会 継続 一部 ① 2 3 4 5 6 7 ⑧ 9

対象者：市民
時期／回数：11月11日(土)
対象人数：会場25名、オンライン16名
※第一生命保険㈱浦和支社と共催

がん対策推進ミニ講演会
デジタル市民公開講座「おしえて子
宮頸がん検診のコト」

継続 全部 ① 2 3 4 5 6 ⑦ ⑧ 9

対象者：市民
時期／回数：12月28日からオンラインで配信
中。2025年12月28日まで公開予定。
※中外製薬(株)関東北・甲信越統括支店と共催

医療用ウィッグサポート店の周知の
ためチラシを作成及び配布

新
規

なし 1 2 3 4 5 6 7 ⑧ 9
対象者：医療用ウィッグを必要とするがん患
者、医療用ウィッグサポート店
時期／回数：９月頃配布。

市ホームページに医療用ウィッグ・
サポート店一覧及びマップを掲載

継続 全部 1 2 3 4 5 6 7 ⑧ 9
対象者：医療用ウィッグを必要とするがん患
者
サポート店は随時募集し、更新中。

民間企業と連携しがん検診に関する
周知

継続 なし ① 2 ③ ④ 5 6 7 ⑧ 9

対象者：市民
オリンパスマーケティング株式会社から提供
されたがん検診に関するリーフレットを講演
会等で配布。

団体名：保健衛生総務課

　事業名

　
分
野
別
施
策

（
参
考

）

①若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業
②がん教育出前講座　　　　　③がん対策推進講演会
④がんに関する情報提供　　　⑤受動喫煙防止対策

事業の目標

①在宅医療の推進による末期がん患者の療養生活の質の向上
②がんに関する正しい知識の普及によるがんの予防の推進
③④情報提供の充実によるがん患者の状況に応じた支援体制の充実
⑤受動喫煙の防止と禁煙によるがんの予防の推進

　取組の成果、感想など 今後の方向性

出前講座について、学校からの申込数が例年と比べ減少したが、今
年度から新たに２つの埼玉県がん診療指定病院とさいたま市薬剤師
会の協力を得ることができ、更に講義内容の充実を図ることができ
た。
デジタル市民公開講座は、令和４年度からオンラインで実施してい
るミニ講演会の一つとして、中外製薬株式会社と共催した。
また、関係機関の協力の下、医療用ウィッグ・サポート店一覧を
マップにし、チラシを作成及び配布することでアピアランスケア支
援に関する情報発信を工夫した。

出前講座は引き続き市立学校に周知するとともに、が
ん教育を更に充実させるため、市内の私立学校にも対
象を拡大することを検討する。
また、医師、看護師、薬剤師及びがん経験者から協力
を得て講義内容の充実を図っているため、学校に講義
内容を具体的に示しながら周知し、幅広い人材の特色
を活かせるようにする。
ミニ講演会については、今後もテーマを変えて引き続
き実施していきたい。

　事業の対象者

市民、教育関係者

　事業を展開する上で協働する課所、機関、団体

さいたま市４医師会、自治医科大学附属さいたま医療センター、さいたま市民医療センター、埼玉メディカルセンター、一般社
団法人さいたま市薬剤師会、Çava!（サヴァ）～さいたまBEC～、第一生命保険株式会社浦和支社、オリンパスマーケティング
株式会社、中外製薬株式会社関東北・甲信越統括支店、さいたま市立病院、環境薬事課、環境科学課、健康教育課

　取組の内容
ｵﾝ
ﾗｲﾝ

中止
分野別施策

対象者、時期／回数、参加人数など
（該当する数字に○）

資料１－２



各団体取組シート

                    年度分令和　５　年度分

１　がんに関する正しい知識の普及

２　受動喫煙の防止と禁煙

３　がん検診の受診率の向上

４　がん検診の質の向上

５　在宅医療の推進

６　緩和ケアの充実

７　相談支援体制の活用

８　情報提供の充実

９　市内事業所等との連携によるがん対策の充実

新規

継続

禁煙外来リスト配布及び第４版の作
成

継続 なし 1 ② 3 4 5 6 7 8 9
対象者：市民
時期／回数：第４版を作成し、３月までに医
療機関、庁内関係課等に配布。

九都県市ポスターの配布並びに啓発
品（トートバッグ）の作成及び配布

継続 なし 1 ② 3 4 5 6 7 8 9

対象者：市民
時期／回数：ポスターは、公共施設、コミュニティ
バス車内広告、大学、銀行等に配布。啓発品は、11
月23日開催の第23回さいたま市消費生活展で配
布。

世界禁煙デーの周知 継続 なし 1 ② 3 4 5 6 7 8 9
対象者：市民
時期／回数：５月に庁内関係課にポスターを
配布。

団体名：保健衛生総務課

　事業名

　
分
野
別
施
策

（
参
考

）

①若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業
②がん教育出前講座　　　　　③がん対策推進講演会
④がんに関する情報提供　　　⑤受動喫煙防止対策

事業の目標

①在宅医療の推進による末期がん患者の療養生活の質の向上
②がんに関する正しい知識の普及によるがんの予防の推進
③④情報提供の充実によるがん患者の状況に応じた支援体制の充実
⑤受動喫煙の防止と禁煙によるがんの予防の推進

　取組の成果、感想など 今後の方向性

　事業の対象者

市民、教育関係者

　事業を展開する上で協働する課所、機関、団体

さいたま市４医師会、自治医科大学附属さいたま医療センター、さいたま市民医療センター、埼玉メディカルセンター、一般社
団法人さいたま市薬剤師会、Çava!（サヴァ）～さいたまBEC～、第一生命保険株式会社浦和支社、オリンパスマーケティング
株式会社、中外製薬株式会社関東北・甲信越統括支店、さいたま市立病院、環境薬事課、環境科学課、健康教育課

　取組の内容
ｵﾝ
ﾗｲﾝ

中止
分野別施策

対象者、時期／回数、参加人数など
（該当する数字に○）



さいたま市若年末期がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業の

利用実績について 

 

１ 利用申請について 

 令和５年４月１日～令和５年 12 月 31 日の期間における利用申請者数及び利用者数及び

各サービス等を利用した人数は以下のとおり。()内は利用申請時に各サービスの利用を予

定している人数。 

                                        （人） 

※１ 当該年度に、さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用申請書（様式第１

号）を受領した人数。 

※２ 当該年度にサービスを利用し、その後さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事

業補助金交付申請兼請求書（様式第７号）を提出した人数。利用者数における利用サービス等の内訳

は右のとおり。 

 

 

（参考）令和３、４年度の補助金交付実績について 

※３ 令和３年度からの継続利用者１名を含む。 

 

（参考）市内のがんによる年間死亡者数（20～40 歳未満）              （人） 

 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

がん 
死亡者数 

27 24 18 14 15 20 

在宅での 
がん死亡者数 

３ ４ ３ ２ ５ ７ 

人口動態統計より 

 利用申請 

者数※1 

利用者 

数※2 

利用サービス等 

訪問介護 訪問入浴介護 福祉用具貸与 福祉用具購入 意見書作成料 

R５ ５ ３ 0 0 ３（2） １ ３（2） 

 利用申請 

者数※1 

利用者 

数※2 

利用サービス等 

訪問介護 訪問入浴介護 福祉用具貸与 福祉用具購入 意見書作成料 

R３ 6 ６ 0 0 6 2 5 

R４ 5 5※3 0 0 4※3 1 3 

資料１－３



 
 

令和５年度がん教育出前講座の開催実績について 

 

１ 事業概要 

(1) 対 象 者  市立各学校の児童・生徒、保護者、教員 

(2) 会  場  学校の教室、体育館等 

(3) 講  師 

・医師及び看護師（がん診療連携拠点病院、埼玉県がん診療指定病院等） 

・薬剤師 

・がん経験者（患者団体等） 

(4) 実施回数  年間６回 

  

２ 申込実績 

【令和５年度】 

回 実施校 講師 参加者 参加人数 講座内容 

１ 城南中学校 医師 生徒 

保護者 

教員 

220名 ・がんに関する基本的な正しい知識 

・がん予防の大切さ 

・がん患者への理解と共生 

２ 下落合小学校 医師 保護者 

教員 

70名 ・がんに関する基本的な情報 

・がん予防の大切さ 

３ 大成中学校 薬剤師 

がん経験者 

生徒 

保護者 

教員 

450名 ・がんに関する基礎知識 

・予防について 

・命の大切さなど 

 

（参考）【令和４年度】 

回 実施校 講師 参加者 参加人数 

１ 城南中学校 医師 生徒、保護者、教員 206名 

２ 仲町小学校 医師 保護者、教員 50名 

３ 大宮東中学校 がん経験者 生徒、保護者、教員 440名 

４ 川通中学校 看護師 保護者、教員 30名 

５ 芝原小学校 医師 保護者、教員 40名 

６ 常盤北小学校 医師 保護者、教員 30名 

 

資料１－４



 
 

（参考）【令和３年度】 

回 実施校 講師 参加者 参加人数 

１ 仲本小学校 医師 保護者、教員 58名 

２ 和土小学校 医師 児童、保護者、教員 83名 

３ 大宮八幡中学校 がん経験者 生徒、教員 440名 

４ 八王子中学校 がん経験者 生徒、教員 437名 

５ 指扇中学校 がん経験者 生徒、保護者、教員 321名 

６ 芝川小学校 医師 教員 26名 

 

（参考）【令和２年度】 

回 実施校 講師 参加者 参加人数 

１ 浦和大里小学校 がん経験者 保護者、教員 42名 

２ 八王子中学校 看護師 生徒 296名 

 

３ 講師について 

 講師は、各団体に講師派遣を依頼して作成した一覧から、学校の希望（医師、看護師、がん

経験者、薬剤師の４通り）に合わせて選定しております。 

令和５年度講師一覧 

職種 病院・団体名 

医師 ・さいたま赤十字病院（２名） 

・自治医科大学附属さいたま医療センター（２名） 

・さいたま市立病院（３名） 

・さいたま市民医療センター（２名） 

・JCHO埼玉メディカルセンター（３名） 

・彩の国東大宮メディカルセンター（１名） 

・埼玉県立がんセンター（１名） 

看護師 ・さいたま赤十字病院（１名） 

・さいたま市立病院（１名） 

・さいたま市民医療センター（１名） 



 
 

がん経験者経験者 

（患者団体） 

・Çava!～さいたま BEC～（２名） 

・あけぼの会 あけぼの埼玉（１名） 

薬剤師 ・自治医科大学附属さいたま医療センター（３名） 
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各団体取組シート

新規

継続

分野別施策（参考）

分野別施策

（該当する数字に○）

市民向けの
場合

市民

○月○日

約100名
講演会・

講座

参加人数

市民向けの
場合

講演会・
講座

11 12 13 14 15

8
対象者

開催日
（回数）

3 4 5 6 7

8
対象者

開催日
（回数）

3 4 5 6 7

14 15

1 2

9 10

1 2

4 5 6 7

9 10

参加人数

市民向けの
場合

講演会・
講座

11 12 13 14 15

参加人数

市民向けの
場合

講演会・
講座

11 12 13

1 2

9 10

1 2

9 10

相談

8
対象者

開催日
（回数）

3

参加人数

市民向けの
場合

講演会・
講座

11 12 13 14 15
相談

啓発品
配布

8
対象者

開催日
（回数）

3 4 5 6 7

参加人数

市民向けの
場合

講演会・
講座

11 12 13 14 15
相談

啓発品
配布

4

8
対象者

開催日
（回数）

3 4 5 6 7

相談○
啓発品
配布

令和　６　年度分

対象者

開催日
（回数）

参加人数

団体名：○○団体

　事業名

　事業の目標

１　生活習慣の改善

２　受動喫煙の防止と禁煙

対象者、開催日（回数）、参加人数など

15

　新
規

一部○○講演会

10 11 12 13 ⑭

① 2

ｵﾝ
ﾗｲﾝ

　取組の内容

　取組の成果、課題 　今後の方向性　

　事業の対象者

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

5 6 7 8

9

1 2

9 10

3

３　ウイルス等への感染対策

４　がん検診の受診率向上

５　がん検診の質の向上

６　がん医療に携わる関係機関の連携強化

７　在宅医療の推進

８　緩和ケアの充実

９　 相談支援体制の整備

10　情報提供の充実

11　働く世代への就労支援

12　若年のがん患者への支援

13　高齢のがん患者への支援

14　がんに関する知識の普及

15　若い世代に向けたがん教育の推進

1 2 3 4 5 6 7 8
対象者

開催日
（回数）

9 10 11 12 13 14 15
参加人数

市民向けの
場合

講演会・
講座

相談
啓発品
配布

相談
啓発品
配布

相談
啓発品
配布

啓発品
配布

今回は記入不要です。
（次回、令和７年2月ごろに記載していただきます。）
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意見
番号

ご　意　見　の　概　要
該当する

ページ／条項 件数 ご意見に対する市の考え方 修正等の対応

1
案のとおり進めていただきた
い。

－ 2
本計画に基づき、がん対策を
推進してまいります。

素案のとおりといた
します。

2
「市民」の表現を「患者・市
民」に変更してほしい。

P1
下から7
行目

1
御意見を踏まえ、「がん患者
を含めた市民」と修正いたし
ます。

御意見を踏まえ、素
案を修正いたしま
す。

3
がん検診受診率向上のため、
年齢相応な無料券などがある
とよい。

－ 1

本市が実施するがん検診につ
いては、検診対象初年度の方
（胃がん、肺がん、大腸が
ん、乳がんは40歳、子宮がん
は20歳）や70歳以上の方など
は、無料で受診いただけるよ
うにしております。引き続
き、受診しやすい環境づくり
に努めてまいります。

素案のとおりといた
します。

4

健康診断オプションでは受け
られないような検査への費用
補助なども検討していただき
たい。

－ 1

本計画では、原則、国のがん
検診指針を踏まえた科学的根
拠に基づくがん検診を実施す
ることにより、がんによる死
亡率減少を目指すものとして
おります。そのため、がんを
発見することを目的としたそ
の他の検査に対する費用助成
については、現在のところ検
討しておりませんが、頂いた
御意見は今後のがん対策を推
進するに当たり、参考とさせ
ていただきます。

素案のとおりといた
します。

5
国保の加入者も格安で人間
ドックの受診ができるように
市で補助してほしい。

－ 1

本市国保人間ドックは、健康
診査か人間ドックのどちらか
を選択し、受診できるしくみ
としております。人間ドック
の助成額については、自己負
担が無料である健康診査と同
程度の金額とすることで、健
康保険加入者間の負担の公平
を図っております。引き続
き、受診しやすい環境づくり
に努めてまいります。

素案のとおりといた
します。

「第２次さいたま市がん対策推進計画（素案）」に対する意見募集結果

○計画全般について

○がんの早期発見の推進について
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6
ウィッグ等の医療用補整具購
入費について、補助金制度を
つくってほしい。

P83～P84 2

本市では、現在、ウィッグに
ついての補助金制度はありま
せんが、いただいた御意見や
他自治体の状況を踏まえ、今
後の取組について引き続き検
討してまいります。

素案のとおりといた
します。

7
市の施策について、引き続き
市報・区報などでＰＲしても
らいたい。

P85～P86 1
引き続き市ホームページ、市
報、SNS等を利用し、市の施策
を周知してまいります。

素案のとおりといた
します。

8
身近で体験記などが閲覧でき
る場所があるとよい。

－ 1

現在、市内の図書館では、が
んに関する闘病記を所蔵して
おります。今後の取組につい
ては、いただいた御意見を踏
まえ検討してまいります。

素案のとおりといた
します。

9

最終的には末期対策が重要と
考えるため、ライフステージ
に応じたがん対策の充実に期
待する。

P87～P91 1

本計画において、「ライフス
テージに応じたがん対策の充
実」を目標の一つに掲げると
ともに、「若年のがん患者へ
の支援」及び「高齢のがん患
者への支援」を重点的な取組
として掲げ、積極的に推進し
てまいります。

素案のとおりといた
します。

10
乳がんの検診率向上のため、
市民向けの講演会に力を入れ
てほしい。

P92～P93 1

本計画において、「がんに関
する知識の普及」を分野別施
策の一つとして掲げ、引き続
き講演会やイベント等を通し
て、市民への普及啓発を実施
してまいります。

素案のとおりといた
します。

11

日用品に含まれる香料などの
化学物質や食品添加物などに
ついて、予防原則の考え方に
基づき、それらのものを避け
て生活することを計画に入れ
てほしい。また、欧米並みの
規制を国に求めてほしい。

－ 1

本計画では「がんに関する正
しい知識の普及啓発」を目標
の一つに掲げているところで
ございます。いただいた御意
見につきましては、情報を収
集しながら、今後のがん対策
を推進するに当たり参考とさ
せていただきます。

素案のとおりといた
します。

12

冷凍食品や調味料等の食材の
影響や、認知症との相関関係
について、理解の浸透が課題
である。

－ 1

いただいた御意見につきまし
ては、情報を収集しながら、
今後のがん対策を推進するに
当たり参考とさせていただき
ます。

素案のとおりといた
します。

○ライフステージに応じたがん対策の充実について

○がんに関する正しい知識の普及啓発について

○がん患者等の相談、情報提供体制の充実について



13
若い世代からがんについて考
えることは、大変重要なこと
だと思う。

P94～P95 1

本計画において、「若い世代
に向けたがん教育の推進」を
重点的な取組の一つとして掲
げ、がん教育出前講座をはじ
め、積極的に取組を推進して
まいります。

素案のとおりといた
します。

■　集計結果

修 正 項 目 数 １　件

意 見 提 出 者 数 10　名

意 見 項 目 数 13　件

○がん教育の充実について



令和５年度がん対策推進ミニ講演会について 

 

１ 講演会名 

デジタル市民公開講座『おしえて子宮頸がん検診のコト』 
 

２ 主催 

  さいたま市、中外製薬株式会社関東北・甲信越統括支店 

※ 中外製薬株式会社関東北・甲信越統括支店とさいたま市は「がん啓発・

がん検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する協定」を締結してい

ます。 

 

３ 配信期間 

  令和５年 12 月 28 日（木）～令和７年 12 月 28 日（日） 

 

４ 配信方法 

YouTube を活用した講演動画をさいたま市ホームページで公開中 

  さいたま市 HP＞健康・医療・福祉＞健康・医療＞がんに関する情報 

＞がん対策の推進＞デジタル市民公開講座「おしえて子宮頸がん検診のコト」 

 

５ 講師 

  さいたま市立病院 産婦人科 中川 博之 部長 

 

６ 講演内容 

 ・子宮頸がんはなぜ起こるの？ 

 ・子宮頸がんを予防するためには？ 

 ・子宮頸がん検診では、どんなことをするの？ 

 ・HPV ワクチンや子宮頸がん検診を受けるためには？ 

 

７ がん対策推進ミニ講演会配信実績 

回 講演会名 配信期間 視聴回数※ 

１ ご存じですか？口腔がん 
令和４年 12 月１日～ 

令和６年３月 31 日 

前編 303 回 

後編 159 回 

２ おしえて子宮頸がん検診のコト 
令和５年 12 月 28 日～

令和７年 12 月 28 日 
116 回 

※令和６年１月 10日時点 

参考資料
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第１章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の背景と目的 

我が国では現在年間 38 万人以上の国民ががんにより死亡しており、国民の２人に１人が一生のうち

にがんと診断され､３人に１人ががんで死亡すると推計されています。また､がんは 40 歳代以降の世代で

は死因の第１位であり､年齢を重ねるごとにがんで死亡する割合が増加していることが報告されています。 

このような現状を踏まえ､平成 19 年４月１日に｢がん対策基本法(以下｢基本法｣という。)｣を施行し､

がん対策の総合的かつ計画的な推進を目的に｢がん対策推進基本計画(以下｢国基本計画｣という。)｣

が策定されました。 

更に令和５年３月に､少子高齢化社会等を踏まえ、持続可能かつ質の高いがん対策を行っていくた

めに、より一層の取り組みが重要となることから、令和 10 年度までの６年間を対象とした第４期の国基

本計画が見直されました。この見直しは、「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの

克服を目指す。」を全体目標としたうえで、第３期の国基本計画の構成を維持し、「がん予防」、「がん

医療」及び「がんとの共生」の各分野における現状・課題、それらに対する取り組むべき施策を定めていま

す。 

埼玉県においても､基本法に基づき､平成 20 年３月に｢埼玉県がん対策推進計画(以下｢県推進計

画｣という。)｣を策定し､第２期の県推進計画を見直した後、「がん患者を含めた県民が、がんを知り、が

んと向き合い、がんに負けることのない社会」の実現を図るために、平成 30 年度から令和５年度までの６

年間における第３期の県推進計画を策定しています。なお、令和６年度からは第８次埼玉県地域保健

医療計画に組み込み、施策を推進します。 

本市でも、がんは死因の第１位であり、市民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に

鑑み､平成 26 年６月に｢さいたま市がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する条例(以下｢市条例｣

という。)｣を制定しました。市条例の目的である市民が互いに支え合い､安心して暮らすことのできる地域

社会の実現を目指し､がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 28 年に｢さいたま市がん対

策推進計画（以下「前計画」という。）｣ 

を策定し、総合的な対策を講じてきました。その結果、市民、事業者、保健医療関係者及び市が連

携して、包括的にがん対策を推進する取組がなされているところです。しかしながら、分野によっては取組

の遅れが見られるためその強化を行うとともに、新たな課題として、AYA 世代1のがんや高齢者のがんとい

ったライフステージに応じたがん対策も検討していく必要があります。 

こうした背景を基に、「第２次さいたま市がん対策推進計画（以下、「本計画」という。）」は、前計画の

計画期間満了を受け、これまでの取組や令和５年度に施行された第４期の国基本計画を踏まえたがん

対策をより一層推進するため策定するものです。 

 

                                                      
1 AYA 世代：Adolescent and Yong Adult の略で、思春期・若年成人のことをいい、15歳から 39歳の患者のこと。 
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２ 基本理念 

本市では、市条例の目的を踏まえた前計画の理念を引き継ぎ、本計画の基本理念を以下のとおりと

します。 

 

 

市民が互いに支え合い、 

がんになっても安心して暮らすことのできる地域社会の実現 

 

 

本市におけるがんによる死亡者は年々増加しており、令和３年には 3,190 人の方が、がんで亡くなって

います。がん対策は市民の生命と健康を守るうえで重要であることから､平成 15 年度以降、さいたま市

ヘルスプラン 212の中で、がんの予防につながる適切な生活習慣の獲得及び維持を推進し、平成 28 年

度以降は、前計画の中で、がん対策を総合的かつ計画的に推進してきました。今後も、がんに関する正

しい知識の普及やがんの予防に向けた取組の更なる推進が求められています。また､適切な生活習慣の

維持という個人の努力だけでなく、受動喫煙3や化学物質といった個人では防ぎきれない環境によるリス

クは、市民、事業者、保健医療関係者､市等の地域全体で減らしていくことも併せて求められています。 

このように本市は、国基本計画の考えを参考に、予防、医療、がん患者等への支援に関する取組を

進めてきましたが、これらを支える基盤として、がん患者が安心して暮らせる社会づくりが重要となっていま

す。 

がん患者及びその家族は､病気及び治療等により生じる身体的な苦痛のほか､病状及び療養生活に

対する不安等の精神的な苦痛､治療費や就労継続の難しさによる収入減少等の社会的な苦痛を抱

えています。これらの苦痛が軽減され､正確な情報を基に、自身の生き方に係る選択を主体的に行える

ことが必要です。 

がんになってもその人らしい生活を送るためには､尊厳を持って生きることのできる地域社会の実現が求

められ、保健医療関係者のみならず、がん患者及びその家族を取り巻く全ての人々の理解が必要不可

欠です。 

本計画では、市民一人ひとりががんについて理解を深め、がんになっても住み慣れた地域で生活する

ことを目指し、引き続き、｢市民が互いに支え合い、がんになっても安心して暮らすことのできる地域社会

の実現｣を基本理念とします。 

  

                                                      
2 さいたま市ヘルスプラン 21：市民の生活習慣病などの発症や重症化を予防し、健康寿命を延ばすため、一人ひとりが健康づく

りに取り組み、民間団体、関係機関、事業者、行政などが互いに協力し、それぞれの役割を果たしながら個人を支援するととも

に健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画のこと。「さいたま市ヘルスプラン（平成 15年度～平成 22

年度）」、「さいたま市ヘルスプラン 21（第 2 次）（平成 25 年度～令和 5 年度）」、「さいたま市健康づくり計画（令和 6 年度～令

和 17年度）」策定。 
3 受動喫煙：自分が燃焼や加熱することによりたばこから煙を発生させるのではなく、他人のたばこの煙にさらされてしまうこ

と。 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は､市条例に基づき策定し、「さいたま市ヘルスプラン 21」、「さいたま市歯科口腔保健推進計

画」及び「さいたま市食育推進計画」を一体的に策定した「さいたま市健康づくり計画」の関連計画とし

て位置づけます。また､策定に際しては､国基本計画､県推進計画等との整合性を図るものとします。 
 

【図１ さいたま市計画の位置づけ】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年９月に国連において採択された「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：

SDGs）」に関して、さいたま市では SDGs に貢献する「SDGs 未来都市」に選定されています。SDGs の理

念である「誰一人取り残さない」の下、本計画の推進により、「誰もが安心して長生きできるまちづくりを目

指す」こととします。 
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４ 計画の期間 

本計画の計画期間は、国基本計画及び県推進計画との整合を図り、令和６（2024）年度から令和 11

（2029）年度までの６年間とします。なお、社会情勢の変化等によって見直しが必要になった場合には、計

画期間内であっても、適宜内容の見直しを図ることとします。 

 

【図２ 関連計画期間】 
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〇関連計画において、特にがんと関連が深い健康について取り組んでいる「さいたま市健康づくり計画」と一体的に

取組を推進します。 

〇本計画の評価を行う際には、「さいたま市健康づくり計画」におけるがんに関する取組の評価検証を踏まえ、総

合的な評価を行います。 

 

 

５ 計画の進行管理 

本計画は､市民､事業者､保健医療関係者及び市が一体となって着実に推進するものとします。進捗

状況等について定期的に確認するとともに､必要に応じて､がん患者､保健医療関係者､学識経験者等か

ら構成される｢さいたま市がん対策推進協議会｣による検討等を経て､見直しを行います。 
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第２章 がんを取り巻く現状と課題 

１ 人口統計 

本市の人口については、令和５年 10 月１日時点で 1,343,826 人（男性：665,885 人、女性：677,941

人）となっています。年齢別の人口構造でみると、年少人口（０～14 歳）が 171,080 人、生産年齢人口

（15～64 歳）が 860,611 人、高齢者人口（65 歳以上）が 312,085 人となっています。 

 

【図３ 本市の性別・５歳階級別の人口構造】 

 

出典：さいたま市 住民基本台帳（令和５年 10 月１日 現在） 
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本市は既に超高齢社会を迎え、高齢化率4は、令和２年が 23.6％であり、令和２年における令和７

年の推計値は 25.7％となっています。 

今後も更に高齢化が進行し、令和 27 年には高齢化率が 34.0％と予測されているなど、約３人に１

人が高齢者になることが見込まれています。 

 

【図４ 本市人口の推移予測】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2000 年～2020 年まで：総務省「国勢調査」 

   2025 年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 

                                                      
4 高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。 
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２ がんによる死亡と罹患の現状 

２-１ がんによる死亡 

本市の主要死因別死亡割合の推移をみると、平成 27 年から令和４年まで、一貫してがんによる死

亡が第１位であり、がんは市民の生命及び健康を脅かす重大な問題となっています。 

また、この主要死因別死亡割合は、全国及び埼玉県でも同様の傾向を示しています。 

 

【図５ 本市の主要死因別死亡割合】 

 

資料：厚生労働省 人口動態調査を基にさいたま市作成 
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主要死因別死因割合を年齢階級別で見ると、がんによる死亡割合は 30 歳代から年齢が上がるに

つれて高くなり、60 歳代では約 50％を占めピークとなっています。 

 

【図６ 本市の年齢階級別主要死因死亡割合】 

 

資料：さいたま市保健統計（令和３年統計）を基にさいたま市作成 

 

また、本市におけるがんの粗死亡率5（人口 10 万対）は、全国及び埼玉県と比較して低く推移してお

り、近年はほぼ同水準で推移しています。 

 

【図７ がんの粗死亡率の推移（人口 10 万対）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 人口動態調査を基にさいたま市作成 

                                                      
5 粗死亡率：一定期間の死亡数を単純にその期間の人口で割った死亡率のこと。 

18.9%

10.2%

20.8%

36.0%

40.3%

46.3%

39.1%

24.9%

13.1%

5.4%

4.1%

4.2%

12.0%

13.0%

12.3%

11.8%

15.0%

15.0%

2.0%

1.5%

1.2%

1.5%
5.2%

6.9%

8.0%

2.7%

9.7%

7.0%

7.6%

6.3%

6.5%

6.7%

6.6%

29.7%

55.1%

38.9%

17.5%

5.6%

2.0%

1.0%

0.3%

0.1%

5.4%

10.2%

8.3%

1.5%

1.8%

1.3%

1.5%

2.2%

1.7%

37.8%

18.4%

18.1%

24.5%

30.5%

30.2%

34.8%

44.1%

55.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

0～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～69

70～79

80～89

90～

年齢（歳）

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 肺炎 脳血管疾患 自殺 不慮の事故 その他

295.5 298.4 299.5 300.7 304.2 306.6 310.7 316.1

262.9 267.1 267.4 271.4 275.9
285.8 287.7

289.2

229.3 228.4 229.5 232.2
245.0 242.0 239.5 238.5

150.0

175.0

200.0

225.0

250.0

275.0

300.0

325.0

平成27年

(2015年)

平成28年

(2016年)

平成29年

(2017年)

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和2年

(2020年)

令和3年

(2021年)

令和4年

(2022年)

粗死亡率

(人口10万対)

全国 埼玉県 さいたま市



9 
 

本市におけるがんの年齢調整死亡率6（75 歳未満）は、令和３年では 64.0 であり、全国及び埼玉県と

同様に全体的に減少傾向となっています。 

 

【図８ がんの年齢調整死亡率（75 歳未満）の推移（人口 10 万対）】 

 

         資料：国立がん研究センター がん情報サービス及びさいたま市保健統計を基にさいたま市作成 

 

本市におけるがんの粗死亡率を部位別でみると、肺が 46.4％と最も高く、次いで胃が 21.9％、結腸が

20.9％となっています。全国、埼玉県についても同様の傾向となっています。 

【図９ 部位別がんの粗死亡率（人口 10 万対）】 

 

資料：厚生労働省 人口動態調査（令和４年）を基にさいたま市作成 

                                                      
6 年齢調整死亡率：もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう死亡率のこと。異なる集団や時点などを比較

するために用いられる。 
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２-２ がんの罹患 

 

国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「がん研究センターという。」）によると、がんの罹患率
7は、50 歳代くらいから増加し、高齢になるほど高いといわれています。 

また、20～50 歳代前半までは、女性の割合が多く、50 歳代後半以降は、男性の割合が多くなってい

ます。これは、女性特有の乳がんや子宮頸がんに罹患する人が 20～50 歳代前半に多く、50 歳代後半

以降は、がんのリスクを高める生活習慣である喫煙や飲酒をする人が比較的男性に多いためといわれて

います。 

 

【図 10 がん罹患率（年齢による変化） 年齢階級別罹患率（全部位 2019 年） 全国】 

 

 

 

出典：国立がん研究センターがん情報サービス 

  

                                                      
7 罹患率：ある集団で新たに診断されたがんの数を、その集団のその期間の人口で割った値のこと。 
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がん研究センターでは、40 歳以上の年齢によるがんの罹患部位の変化について、男性は消化器系の

がん（胃、大腸、肝臓など）の罹患が多く、70 歳以上では肺がんと前立腺がんの割合が増加すると公表

しています。また、女性は乳がん、子宮がん、卵巣がんの罹患が多く、高齢になるほどその割合は減少し、

消化器系のがん（胃、大腸、肝臓など）と肺がんの割合が増加するとされています。 

 

【図 11 年齢部位別がん罹患数割合（年齢による変化） 40 歳以上 男性】 

 

 

【図 12 年齢部位別がん罹患数割合（年齢による変化） 40 歳以上 女性】 

 
出典：国立がん研究センターがん情報サービス 
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更に、がん研究センターでは平成 18 年から平成 23 年にがんと診断された人の５年相対生存率8につ

いて、男性 62.0％、女性 66.9％と算出しています。 

部位別で見ると、前立腺、甲状腺、乳房、皮膚、大腸は高く、膵臓、肝および肝内胆管、胆のう・胆

管、食道、肺が低いことがわかっています。また、病気分類別でみると、がんが進行するほど、５年相対

生存率が低く、早期発見・早期治療が重要であることがわかります。 

がんの罹患率は高齢になるほど高いことから、今後、高齢化が更に進行することが見込まれている本

市においても、がんの罹患者数が増えることが予測されます。また、医療の進歩等により、がんの５年相

対生存率が上昇していることから、治療を終えて社会復帰をするケースや治療を受けながら社会生活を

継続するケースが今後も増加することが見込まれます。そのため、がんに罹患しても、生活の質9（QOL）を

保つことができるような支援へのニーズがますます高くなることが想定されます。 

 

【図 13 病気分類別５年相対生存率（平成 18 年～平成 23 年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立がん研究センター がん情報サービス 

                                                      
8 ５年相対生存率：あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標のこと。あるがんと診断された

人のうち５年後に生存している人の割合が、日本人全体で５年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表す。 
9 生活の質(QOL=Quality Of Life)」：一人ひとりの人生の内容の質や社会的にみた生活の質のことを指し、人がどれだけ人間

らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているか、ということを尺度としてとらえる概念。 
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コラム１ 全国がん登録とは 

 

「全国がん登録」は、平成 28 年１月より開始され、日本でがんと診断されたすべての人のデータ

を、個人情報の保護を徹底したうえで、国で 1 つにまとめて集計・分析・管理する仕組みです。が

ん登録のデータによって得られた統計情報を活用し、より良いがん医療を受けられる体制を構築す

るためになくてはならない制度となっています。 

「全国がん登録」制度により、居住地域にかかわらず全国どこの医療機関で診断を受けても、が

んと診断された人のデータは都道府県に設置された「がん登録室」を通じて集められ、国のデータベ

ースで一元管理されています。 

また、埼玉県では平成 23 年９月より「地域がん登録10」を開始し、県内地域におけるがんと診断

された人のデータを集計・分析・管理に努めてきました。平成 28 年以降は、全国がん登録として登

録することとされており、埼玉県のがんの統計における「埼玉県のがん 2019」が作成されています。 

 

 

【図 14 全国がん登録の仕組み】 

 

出典：国立がん研究センター がん情報サービス 

  

                                                      
10 地域がん登録：特定の地域に居住する住民に発生したすべてのがん患者を対象とするがん登録のこと。 
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３ がんの予防や検診の現状 

 

３-１-１ がんに関する正しい知識の普及 

 

生涯のうちに約２人に１人が罹患すると推計されているがんには、生活習慣等が原因となっているもの

もあり、生活習慣を見直し、適切な生活習慣を実践することで予防ができるものがあることがわかってい

ます。 

がん研究センターによると、男性のがんの 43.4％、女性のがんの 25.3％が喫煙や飲酒、食事等、日常

の生活習慣や感染が原因であるとされています。 

 

【図 15 日本人におけるがんの要因】 

 

 
出典：国立研究開発法人国立がん研究センターがん情報サービス 

 

（注）棒グラフ中の項目「全体」は、複数のリスク要因が組み合わさってがんになった場合を調整しているため、各項目の単純合計値ではありません。 
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本市においては、前計画や「さいたま市ヘルスプラン 21（第２次）」の中で、基本的視点として「生活習

慣病の発症予防と重症化予防」を掲げ、食生活の改善や運動習慣等による適切な生活習慣の獲得

を目指して取組を進めてきました。 

しかしながら、「令和３年さいたま市健康づくり及び食育についての調査」（以下、「市民調査（令和３

年）」という。）において、健康づくりにつながる生活習慣を獲得している市民が十分ではないといった現状

があります。 

 

【図 16 毎日三食野菜を食べている人の割合】 

 
出典：さいたま市健康づくり及び食育についての調査（令和３年） 

 

【図 17 多量飲酒者の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：さいたま市健康づくり及び食育についての調査（令和３年） 
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【図 18 運動習慣の有無】 

 

出典：さいたま市健康づくり及び食育についての調査（令和３年） 

 

ヘルスプラン 21 では、「若い世代から、健康づくりを意識した生活スタイルの獲得」を重点目標として掲

げ、禁煙、節酒、バランスのとれた食事、運動、適正体重11の維持の５つの生活習慣についての取組を

推進してきました。 

また、がん研究センターでは、下図のとおり日本人のがん予防にとって重要な「禁煙」「節酒」「食生活」

「身体活動」「適正体重の維持」の５つの改善可能な生活習慣に「感染」を加えた６つの要因を取りあげ、

「日本人のためのがん予防法（５＋１）」を定めています。 

 

【図 19 科学的根拠に根ざしたがん予防ガイドライン「日本人のためのがん予防法（５＋１）」】 

 

出典：国立がん研究センター がん情報サービス 

                                                      
11 適正体重：身長に見合った適正な体重のことで、様々な算出方法があるが、ＢＭＩ（ボディ・マス・インデックス）において

は、統計的に疾病がもっとも少ない 22を標準として、18.5 以上 25未満を適正体重とする。 
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３-１-２ 喫煙状況とその対策 

 

喫煙は、様々ながんの原因の中でも、大きなリスク要因であり、がん研究センターによると、がんによる

死亡のうち、男性で約 30％、女性で約５％は喫煙が原因であるとされています。喫煙は、がんだけでな

く、狭心症、心筋梗塞、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患（COPD）など、さまざまな病気の原因にもなりま

す。さらに、喫煙している本人だけでなく、周りの人にも肺がんなどの健康被害を引き起こすことが分かっ

ています。がんの発症を予防したり、がんで死亡するリスクを低減させたりするためには、たばこを吸わない

ことが重要です。現在喫煙している人も、禁煙することによってこれらのリスクを低減することが期待できま

す。 

市民調査（令和３年）では、たばこを「やめたい」と回答した割合が調査を追うごとに低くなっている一方、

内閣府によるたばこ対策に関する世論調査の結果（令和４年度）では、たばこと健康に関する知識とし

て、「たばこは、肺がんなどのがんの原因となる」と回答した割合は 92.4％と最も高くなっている現状です。

たばこに含まれるニコチンには依存性があるため、やめたいと思っていても、なかなかやめられないのが現状

であり、喫煙者がたばこをやめたいタイミングでやめられるような環境づくりが必要です。 

 

【図 20 喫煙者の割合】 

 

出典：さいたま市健康づくり及び食育についての調査（令和３年） 
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【図 21 喫煙に対する意識の変化】 

 

出典：さいたま市健康づくり及び食育についての調査（令和３年） 

 

 

【図 22 たばこと健康に関する知識（全国）】 

 

出典：内閣府 たばこ対策に関する世論調査（令和４年度） 
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たばこは、個人の嗜好品にとどまるものではなく、その煙が喫煙者本人のみならず、たばこを吸わない

周りの人にも健康被害を引き起こすため、受動喫煙を防止することが重要です。国において、健康増進

法が改正され、令和２年４月に全面施行されたことにより、特に、飲食店及び事業所向けの周知を強

化しています。 

前計画の中でも「受動喫煙の防止と禁煙」を分野別施策とし、たばこの害についての理解を深め、20

歳未満の喫煙防止、受動喫煙の防止及び禁煙対策について更なる推進を図ってきました。 

市民調査（令和３年）によると、健康増進法が改正されたことにより、受動喫煙の機会の割合は全て

の項目で減少傾向となっています。その中でも特に、「ほぼ毎回」及び「たびたび」と回答した割合が、飲

食店で 13.9％、遊技場で 13.2％となっており、平成 28 年調査（飲食店 44.5％、遊技場 34.7％）と比

較すると、飲食店では 30.6 ポイント、遊技場では 21.5 ポイントと大幅に減少しています。一方で、「ほぼ

毎回」及び「たびたび」と回答した割合が、家庭で 15.9％、職場で 20.8％となっており、平成 28 年調査

（家庭 16.1％、職場 32.5％）と比較すると、家庭では 0.2 ポイント、職場では 11.7 ポイント減少していま

すが、他の場所と比較すると高い傾向にあります。 

 

【図 23 受動喫煙の機会（令和３年）】 

 

出典：さいたま市健康づくり及び食育についての調査（令和３年） 
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【図 24 受動喫煙の機会（平成 28 年）】 

 

出典：さいたま市健康づくり及び食育についての調査（平成 28 年） 

 

【図 25 受動喫煙の防止に関する目標】 

 
出典：さいたま市健康づくり計画 
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内閣府のたばこ対策に関する世論調査（令和４年）では、たばこ対策について、「政府としてどういった

ことに力を入れてほしいと思うか」との問いに対して、「受動喫煙対策の強化」と回答した割合が 48.3％、

「未成年者に対する、たばこの健康影響に関する教育の充実」が 46.8％となっています。 

 

【図 26 たばこ対策に関する政府への要望（全国）】 

 

出典：内閣府 がん対策・たばこ対策に関する世論調査（令和元年度）、たばこ対策に関する世論調査（令和４年度） 
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３-２-１ がん検診の受診 

 

がん検診は実施主体により、市町村が実施する検診、事業所・保険者が実施する職域の検診及び

人間ドックなど個人で受診する検診に分けることができます。 

がん検診の目的は、がんに罹患している疑いのある者や、がんに罹患している者を早期に発見し、必

要かつ適切な診療につなげることにより、がんの死亡率の減少を目指すものです。日本人の２人に１人は

がんになると言われ、早期のがんは症状がないことが多いため、検診を受診し、がんを早期に発見して治

療することが大切です。 

そのため、本市では、国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（以下「がん検

診指針」という。）に示されている胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診及び子宮がん

検診を実施しています。また、市独自の検診として前立腺がん検診を実施しているほか、肝がん対策と

して肝炎ウイルス検診を実施しています。 

市民に検診の受診を促すために、個別勧奨・再勧奨はがきの送付、がん検診対象初年度無料事

業、SNS を活用したがん検診に関する情報発信、及び各種イベントでの啓発等を実施しています。さら

に、啓発を進めるに当たっては、民間企業が作成したリーフレットを活用するなど、民間企業と連携した

取組も進めています。 

本市が実施するがん検診受診率の推移については、横ばい傾向にありましたが、新型コロナウイルス

感染症拡大に伴う各種検診の休止や受診控え等により、令和２年度に大きく減少しました。その後は、

積極的な受診啓発等により、徐々に回復傾向にありますが、新型コロナウイルス感染症の流行前の水

準には戻っていない状況です。 

 

【図 27 さいたま市が実施するがん検診受診率の推移】 

資料：さいたま市保健所地域保健支援課調べ 
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